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圭陵会・医学部同窓会・歯学部同窓会 役員選挙について

１．現役員の任期

圭 陵 会 令和元年８月１日～令和４年６月３０日（任期３年）

医学部同窓会 令和元年７月１日～令和４年６月３０日（任期３年）

歯学部同窓会 令和元年７月１日～令和４年６月３０日（任期３年）

２．新役員の任期

新役員の任期については、会則上いずれの同窓会役員も令和４年７月１日

より３年。

圭 陵 会 令和４年７月１日～令和７年６月３０日（任期３年）

医学部同窓会 令和４年７月１日～令和７年６月３０日（任期３年）

歯学部同窓会 令和４年７月１日～令和７年６月３０日（任期３年）

３．選挙となる役員・立候補及び推薦の届出・選挙の期日

圭 陵 会 医学部同窓会 歯学部同窓会

選挙となる役員 会長１名 会長１名 会長１名

監事３名、 監事２名 監事２名

議長１名、

副議長２名

立候補及び推薦の 令和4年6月8日(水) 令和4年5月11日(水) 令和4年5月20日(金)

届出・締め切り日 午後５時 午後５時 正午

（投票日の１７日前） （投票日の１７日前） (投票日の１５日前)

選挙の期日 令和4年6月25日(土) 令和4年5月28日(土) 令和4年6月４日(土)

（各代議員会・評議 代議員会時 評議員会時 評議員会時

員会の開催日）

その他の役員の選出 ・副会長２名は医・ 会長が委嘱する

歯 の同窓会長

・その他の役員は、

会 長が副会長で

ある 医・歯の同

窓会長 に諮って

任命する
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４．圭陵会役員選挙の公示

公 示
会員各位

圭陵会役員の選挙について

令和４年度は本会役員の任期満了に伴う役員改選の年にあたり、圭陵会

役員の選挙について圭陵会役員選衡施行規程第２条により公示します。

記

１．役員の選挙は、圭陵会会則第８条第１項及び圭陵会役員選衡施行規程

により行う。

２．立候補及び推薦の届出締切り期日

令和４年６月８日（水） 午後５時

３．選挙の期日

令和４年６月２５日（土）開催（予定）の圭陵会代議員会にて行う。

４．選挙する役員及び定数

会長１名、監事３名、議長１名、副議長２名

５．前記役員に立候補しようとする者は、圭陵会役員選衡施行規程第４条

に基づき所定の事項を記載し、文書により届出るものとする。

（１）候補者が届出るべき事項

①立候補する役職名

②氏名、年齢、住所、卒業期別、所属支部名

（２）推薦による場合は候補者本人の承諾書並びに推薦者名

６．今回選挙する役員以外の役員は、圭陵会会則第８条第２・３・４項に

基づいて選出される。

７．選挙事務の管理は、圭陵会役員選衡施行規程第３条により、議長の監

督のもとに幹事長が行う。

８．立候補の届出先及び連絡等

〒０２０－８５０５

盛岡市内丸１９－１ 岩手医科大学内

圭 陵 会

電話 ０１９－６２４－８３８６

令和４年４月１日

圭陵会会長 齋 藤 和 好
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５．医学部同窓会役員選挙の公示

公 示
会員各位

圭陵会岩手医科大学医学部同窓会（以下「医学部同窓会」という）

役員の選挙について

令和４年度は本会役員の任期満了に伴う役員改選の年にあたり、医学部

同窓会役員の選挙について圭陵会役員選衡施行規程に準じて公示します。

記

１．役員の選挙は、医学部同窓会会則第７条第２項及び圭陵会役員選衡施

行規程に準じ行う。

２．立候補及び推薦の届出締切り期日

令和４年５月１１日（水） 午後５時

３．選挙の期日

令和４年５月２８日（土）開催（予定）の医学部同窓会評議員会にて

行う。

４．選挙する役員及び定数

会長１名、監事２名

５．前記役員に立候補しようとする者は、圭陵会役員選衡施行規程第４条

に基づき所定の事項を記載し、文書により届出るものとする。

（１）候補者が届出るべき事項

①立候補する役職名

②氏名、年齢、住所、卒業期別、所属支部名

（２）推薦による場合は候補者本人の承諾書並びに推薦者名

６．今回選挙する役員以外の役員は、医学部同窓会会則第７条第３項に基

づいて選出される。

７．選挙事務の管理は、圭陵会役員選衡施行規程第３条に準じて、評議員

会議長の監督のもとに庶務部担当理事が行う。

８．立候補の届出先及び連絡等

〒０２０－８５０５

盛岡市内丸１９－１ 岩手医科大学内

圭陵会岩手医科大学医学部同窓会

電話 ０１９－６２４－８３８６

令和４年４月１日

圭陵会岩手医科大学医学部同窓会

会長 赤 坂 俊 英
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６．歯学部同窓会役員選挙の公示

公 示
会員各位

圭陵会岩手医科大学歯学部同窓会（以下「歯学部同窓会」という）

役員の選挙について

令和４年度は本会役員の任期満了に伴う役員改選の年にあたり、歯学部

同窓会役員の選挙について歯学部同窓会役員選挙施行規定（以下「選挙規

定」という）第２条により公示します。

記

１．役員の選挙は、歯学部同窓会会則第７条第２項及び選挙規定により行

う。

２．立候補及び推薦の届出締切り期日

令和４年５月２０日（金） 正午

３．選挙の期日

令和４年６月４日（土）開催（予定）の歯学部同窓会評議員会におい

て行う。

４．選挙する役員及び定数

会長１名、監事２名

５．前記役員に立候補しようとする者は、選挙規定第４条に基づき所定の

事項を記載し、文書により届出るものとする。

（１）候補者が届出るべき事項

①立候補する役職名

②氏名、年齢、住所、卒業期別、所属支部名

（２）推薦による場合は候補者本人の承諾書並びに推薦者名

６．今回選挙する役員以外の役員は、歯学部同窓会会則第７条第３項に基

づいて選出される。

７．選挙事務の管理は選挙規定第３条により、評議員会議長の監督のもと

に庶務部長が行う。

８．立候補の届出先及び連絡等

〒０２０－８５０５

盛岡市内丸１９－１ 岩手医科大学内

圭陵会岩手医科大学歯学部同窓会

電話 ０１９－６２４－８３８６

令和４年４月１日

圭陵会岩手医科大学歯学部同窓会

会長 城 茂 治


